
 

単価契約書（案） 

 

 令和８年度（２０２６年度）熊本市メール便配達料単価契約について、熊本市（以下「委託者」と

いう。）と          （以下「受託者」という。）とは、各々の対等な立場における合意

に基づいて、次の条項によって契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

１ 件 名 令和８年度（２０２６年度）熊本市メール便配達料単価契約 

２ 履 行 場 所 熊本市中央区手取本町１番１号 

３ 履 行 期 間 自 令和８年（２０２６年）４月 １日 

        至 令和９年（２０２７年）３月３１日 

４ 契 約 金 額 

  委託者から差し出すメール便１個あたりの重量区分ごとの配達料（取引に係る消費税及び地方消 

 費税を含む。）※消費税によって生じた小数点以下は切り捨てとし、単価は整数とする。 

重量区分 １通あたり単価（税込） 

〇〇グラムまで 円 

〇〇グラムまで 円 

〇〇グラムまで 円 

〇〇グラムまで 円 

〇〇キログラムまで 円 

５ 業 務 内 容 

  委託者が差し出すメール便（郵便法第１４条に規定する郵便物に該当しない文書又は貨物のうち、 

 長辺３４センチ以内、短辺２５センチ以内、厚さ３センチ以内で重量が２キログラム以内の書類又 

 は貨物・荷物、以下「メール便」という。）の日本国内への配達を行う。なお、メール便の集荷及 

 び配達にあたっては、次の要件を満たすこととする。 

 (1) 熊本市の休日及び期限の特例を定める条例（平成元年条例第３２号）に規定する休日を除き、 

   委託者が指定する場所及び時間に、毎日集荷ができること。なお、必要がある場合は、委託者 

   が受託者へ直接持ち込むことができること。 

 (2) メール便は、受託者が直接配達するか、「ゆうメール」として熊本市内の日本郵便株式会社に 

   差し出すものとする。 

 (3) 集荷から宛名人に届くまでの期間は、集荷日から起算して５日間（土曜日、日曜日及び国民 

   の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日を算入しない。）を超えないこ 

     と。ただし、天候、その他やむを得ない事由により、委託者が特に認めた場合はこの限りでな 

     い。 

 (4) 記載された住所又は宛名人が不明な場合は、委託者に返送すること。 

 (5) メール便の差し出しに必要な包装及び使用する封筒等は、委託者が準備するものを使用でき 

   ること。この場合、別に必要なものがある場合は、受託者が準備すること。 

６ 契約保証金        円  



 

 （総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）及び仕様書に基づき、この契 

 約を履行しなければならない。 

２ 仕様書に明示されていないもの又は仕様書に交互符合しないものがあるときは、委託者と受託者 

 とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に指示するものとす 

 る。 

３ 受託者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下「履行期 

 間」という。）内に完了し、委託者は、その契約金額を支払うものとする。 

４ 業務の履行に必要な一切の経費は、この契約の契約金額に含まれるものとする。 

 （指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除（以下「指示等」 

 という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に 

 規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った 

 指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容 

 を書面に記録するものとする。 

 （契約の保証） 

第３条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。 

２ 受託者は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、次の各号のいずれかに掲げる担保措置を 

 とることができる。 

 (1) 契約保証金の納付に代わる国債の提供 

 (2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と 

  認める金融機関の保証 

３ 受託者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する 

 履行保証保険契約の締結をしたときは、契約保証金の納付を免除する。この場合において、受託者 

 は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。 

４ 受託者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該履行保証保険

契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、

当該保険証券を寄託したものとみなす。 

５ 第１項、第２項及び第３項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項におい

て｢保証の額｣という。）は、契約金額（単価契約による場合は予定数量に単価を乗じて得た金額。

以下この条において同じ。）の１０分の１以上としなければならない。 

６ 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の１０分の１に達するまで、委 

 託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができ 

 る。 

７ 受託者が第１項及び第２項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第２１条第２ 

 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

８ 前各項の規定は、熊本市契約事務取扱規則（昭和３９年規則第７号）第２２条第２項各号（第１  



 

 号及び第２号を除く。）の規定に基づき、委託者が契約保証金の全部の納付を免除した場合には適 

 用しない。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第４条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

２ 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の

目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括再委託等の禁止） 

第５条 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任してはならな 

 い。 

２ 受託者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、委託 

 者の承諾を得なければならない。この場合において受託者は、委託者から再委託先に関する情報の 

 提供を求められた場合には、速やかにこれに応じるものとする。 

３ 受託者は、前項に基づき再委託を行った場合は、再委託先に対し、この契約に定める受託者の義 

 務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、受託者はその一切 

 の責任を負うものとする。 

 （秘密の保持） 

第６条 受託者（前条の規定により再委託又は再委任を受けた者を含む。）は、この契約の履行に関 

 して知り得た秘密を漏らし、又は業務の目的外に利用してはならない。この契約が終了し、又は解 

 除された後においても同様とする。 

 （第三者の特許権等の使用） 

第７条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権 

 利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その一 

 切の責任を負わなければならない。 

 （調査） 

第８条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し、業務の処理状況について調査し、又は報告 

 を求めることができる。 

２ 受託者は、この契約の履行に関し事故が生じたときは、直ちに委託者に当該事故の状況を報告し 

 なければならない。この場合において、受託者は当該事故による損害の発生又は拡大を防止するた 

 め必要な措置を講じなければならない。 

 （仕様書不適合の場合の補正義務） 

第９条 受託者の業務の履行が仕様書に適合しない場合において、委託者がその補正を要求したとき 

 は、受託者は、これに従わなければならない。この場合において、受託者は、契約金額の増額又は 

 履行期間の延長を求めることができない。 

 （仕様書等の変更） 

第１０条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示（以下この条におい 

 て「仕様書等」という。）の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。こ 

 の場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約金額を変更すること 

 ができる。 



 

 （業務の一時中止） 

第１１条 委託者は、必要があると認めるときは業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又 

 は一部を一時中止させることができる。 

２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは 

 履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費 

 用を必要としたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （履行期間の変更方法） 

第１２条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日 

 から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 

 （契約金額の変更方法等） 

第１３条 契約金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日 

 から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 

 （不可抗力による損害） 

第１４条 委託者又は受託者は、予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責めにも帰す 

 ることのできない事由（以下「不可抗力」という。）によって履行の遅延その他の債務不履行が生 

 じた場合であっても、善良な管理者としての注意をしたものと認められる場合には、その責任を負 

 わない。この場合においては、その後の措置について双方協議するものとする。 

２ 受託者は、不可抗力により業務の履行に支障が生じたときは、速やかにその状況を委託者に報告 

 したうえで、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。 

３ 委託者は、不可抗力により受託者の業務の履行が困難であると認められるときは、この契約を解 

 除することができる。 

 （第三者に及ぼした損害） 

第１５条 受託者は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わな 

 ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、 

 委託者がその賠償の責めを負わなければならない。ただし、受託者が、委託者の責めに帰すべき事 

 由があることを知りながらこれを委託者に知らせなかったときは、この限りでない。 

３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、受託者は速 

 やかに委託者に紛争の状況を報告したうえ、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとら 

 なければならない。 

 （検査） 

第１６条 受託者は、月ごとに熊本市メール便配達実績報告書（以下「報告書」という。）を作成し、 

 委託者の検査を受けなければならない。ただし、インターネット等で報告書の内容が把握できれば、 

 この限りではない。 

２ 委託者は、前項の報告書を受理した場合、受理した日から１０日以内に検査を行わなければなら 

 ない。この場合、内容に疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議するものとする。 

 （支払い） 

第１７条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、合格した日の翌日から１０日までの

期間内に請求書を委託者に提出しなければならない。 



 

２ 委託者は前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の属する月の末日までに支払わ

なければならない。ただし、この期間が３０日を越える場合は、請求を受けた日から起算して３０

日以内に支払わなければならない。 

 （損害賠償） 

第１８条 委託者又は受託者は、この契約に違反した場合、これによって相手方に生じた損害の賠償 

 をしなければならない。ただし、その違反が自らの責めに帰することができない事由によるもので 

 あるときはこの限りでない。 

 （履行遅滞の場合における損害金等） 

第１９条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合、受

託者は、遅延日数に応じ、契約金額（単価契約による場合は予定数量に単価を乗じて得た金額。以

下同じ。）にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法

律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が定める率（以下「遅延利息の率」という。）

を乗じて計算した額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

２ 委託者の責めに帰すべき事由により、第１７条第２項の規定による支払いが遅れた場合において、 

 受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支 

 払いを委託者に請求することができる。 

３ 前２項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息を支払うこと 

 を要せず、その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（委託者の解除権） 

第２０条 委託者は、受託者がこの契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて是正を求める 

 催告後もその期間内にこれを是正しない場合は、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、こ 

 の契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 委託者は、民法第５４２条に定めるもののほか、受託者に次の各号のいずれかに該当する事由が 

 生じた場合には、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告なしに直ちにこの契約 

 の全部又は一部を解除することができる。  

 (1) 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、履行期間内に業務を完了する見込みがな 

   いと認められるとき。 

 (2) 第４条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、 

   又は担保の目的に供したとき。 

 (3) 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達するこ 

   とができないと認められるとき。 

 (4) 第２４条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 (5) 監督官庁から営業の取消、停止又はこれに類する処分を受けたとき。 

 (6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これら 

   に準じる手続が開始されたとき。 

 (7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又はこれらに類す 

   る倒産手続開始の申立てがなされたとき。 

 (8) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき若しくは支払停止状 

   態に至ったとき。 



 

 (9) 解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたことにより、 

   この契約の履行が困難になると認められるとき。 

 (10) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第  

   ２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号 

     に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認 

     められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。 

  (11) 受託者が次のいずれかに該当するとき。 

    ア 役員等（受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受 

      託者が法人である場合にはその役員、その支店又は業務委託を締結する事務所の代表者その 

      他経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体である場合には代表者その他経営 

    に実質的に関与している者をいう。以下この号及び第２２条において同じ。）が暴力団又は暴力 

    団員であると認められるとき。 

   イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 

     をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしていると認められるとき。 

   ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積 

     極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等の行為をし 

     ていると認められるとき。 

   オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

   カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでの 

     いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

   キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その 

     他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当 

     該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

  (12) その他前各号に準ずる事由があるとき。 

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第２１条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約金額の１０分の１に相当 

 する額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金とし 

 て委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (1) 前条又は次条の規定によりこの契約が解除された場合 

 (2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務 

   について履行不能となった場合 

２ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５ 

   号）の規定により選任された破産管財人 

 (2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第 

   １５４号）の規定により選任された管財人 

 (3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第 

   ２２５号）の規定により選任された再生債務者等 



 

３ 前条の規定による契約の解除によって、受託者に損害が生じた場合において、受託者の責めに帰 

 すべき事由がある場合は、委託者は、その損害を賠償する責めを負わない。 

４ 第１項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合にお 

 いて、委託者がその超える部分について受託者に対し損害賠償を請求することを妨げない。 

５ 第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行 

 われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に充当することが 

 できる。 

 （談合行為等に対する解除措置） 

第２２条 委託者は、第２０条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当 

 するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 受託者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以 

   下「独占禁止法」という。）第４９条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定し 

   たとき。 

 (2) 受託者が、独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において準用する場合 

   を含む。）の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。 

 (3) 受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法（明治４０年法律 

   第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項、第９０条（第３ 

   号を除く。）若しくは第９５条第１項（第２号及び第３号を除く。）の刑が確定したとき。 

 （その他の解除権） 

第２３条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第２０条又は前条の規定によるほか、必要があ   

 るときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損 

 害を賠償しなければならない。 

３ 前項に規定する損害賠償額及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、

協議の開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知するもの

とする。 

 （受託者の解除権） 

第２４条 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能とな 

 ったときは、契約を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を委託 

 者に請求することができる。 

 （解除の効果） 

第２５条 この契約が解除された場合には、第１条第３項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅 

 する。 

２ 委託者は、前項の規定に関わらず、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完 

 了した部分（以下「既履行部分」という。）が可分でありそれによって委託者が利益を受けると認 

 めた場合には、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する金額を受託者に支払う 

 ことができる。 

３ 前項に規定する既履行部分の金額及びその支払期限は、委託者と受託者が協議して定める。ただ 



 

 し、協議の開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、第２０条第２項第１０号に該当することによりこの契約が解除され

た場合は、委託者は、既履行部分の金額の支払いは行わないものとする。 

 （契約解除等に伴う措置） 

第２６条 受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第２０条又は第２２条若しくは第２３ 

 条第１項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第２４条の規定により契 

 約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

 （契約解除の通知） 

第２７条 第２０条、第２２条、第２３条第１項、又は第２４条の規定により契約を解除するときは、 

 書面により速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。 

 （専属的管轄裁判所） 

第２８条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第一審の 

 専属的合意管轄裁判所とする。 

 （臨機の措置） 

第２９条 受託者は、業務の履行に当たって事件及び事故が発生したとき又は発生するおそれのある 

 ときは、委託者の指示を受け、又は委託者、受託者協議して臨機の措置をとらなければならない。 

 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受託者の判断によって臨機の措置をとらなければな 

 らない。 

２ 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を遅滞なく委託者に通知しなければな 

 らない。 

３ 委託者は、事故防止その他業務上特に必要があるときは、受託者に対して臨機の措置をとること 

 を請求することができる。 

４ 受託者が、第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費 

 用のうち、受託者による負担が適当でないと認められる部分については、委託者と受託者とが協議 

 して委託者がそれを負担するものとする。 

 （補則） 

第３０条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定め 

 る。 

 

 この契約成立の証として本書２通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自その１通を 

保有する。 

 

令和  年（    年） 月   日 

 

 

                      委託者  熊本市中央区手取本町１番１号 

                           熊本市 

                           代表者  

 



 

                      受託者     


